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聖籠町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。  

 平成３１年３月２６日  

聖籠町長 西 脇 道 夫  

聖籠町規則第１３号  

聖籠町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例施行規則の

一部を改正する規則  

 聖籠町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例施行規則（昭和

５８年聖籠町規則第６号）の一部を次のように改正する。  

 第６条第２項ただし書中「柔道整復師の施術を受け当該柔道整復師

に」を「柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師

（以下「施術者等」という。）の施術を受け、当該施術者等に」に、

「（柔道整復施術用）（別記様式第８号）を当該柔道整復師に提出す

るものとする。」を「（別記様式第８号の１又は別記様式第８号の

２）を提出するものとする。」に改める。  
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別記様式第８号を次のように改める。  
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 別記様式第８号を別記様式第８号の１とし、同様式の次に次の様式

を加える。  
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附 則  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  


